
資料７ 

 

第５次瀬戸市総合計画の答申に係る意見について 

 

○  委員から出された意見 

 

  ・  自助・共助・公助の原則に基づいた新しい地域社会づくりの方向性を打ち出し

たことは評価できる。 

 ・ 成果目標による評価、見直しの仕組みを盛り込んだことや市民や行政の役割を

明記したことは評価できる。 

 ・市民参加による素案の検討、パブリックコメントの実施など、多くの市民参加手

法で検討を進めてきたことは評価できる。 

 

  ・  行政、市民、自治会などの団体、ＮＰＯ、企業など様々な主体の連携、協力に

よって、今後の地域社会づくりをより一層効果的に行っていくべき。 

  ・  新たな地域社会づくりのため、行政、市民、ＮＰＯ、企業など様々な主体の役

割を明記した制度の制定に取り組むべき。 

 

  ・  行政、市民、ＮＰＯ、企業など様々な主体が総合計画の達成に協力して取り組

むことができるよう、計画の周知を図るとともに、具体的な方策を検討し、実施

するべき。 

 

  ・  自助、共助中心の社会の実現という狙いが行政の責任回避との誤解を受けない

よう、行政は自らの果たすべき役割を効果的かつ効率的に果たすべき。 

  ・  積極的な財源確保に努め、効率的な行政運営を行うべき。 

 

  ・  すべての主体が総合計画の達成状況を把握し、その結果を自らの行動に生かす

ことができるよう、進行管理を適切かつ効果的に実施すべき。 

 

 


